
○新見市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例 

平成２１年６月２６日 

条例第４５号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７

号。以下「法」という。）第５条第１項から第５項までの規定による長期優良住宅建築

等計画（以下「長期優良住宅建築等計画」という。）の認定の申請（第２条第３項に掲

げる申請を除く。）をしようとする者から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

２７条の規定により徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（手数料の種別及び金額） 

第２条 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査については、次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 

（１） 住宅を新築する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項

に規定する登録住宅性能評価機関（以下「登録住宅性能評価機関」という。）が交

付する同法第６条の２第５項に規定する確認書若しくは同項に規定する住宅性能評

価書又はこれらの写し（以下「確認書等」という。）の提出がある場合 次に掲げ

る住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア） 一戸建ての住宅 １３，７００円 

（イ） 共同住宅等（法第５条第１項に規定する区分所有住宅（以下「区分所有住

宅」という。）を除く。以下この号から第６項までにおいて同じ。） 別表第１

の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を当

該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額（その額に１００円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

（ウ） 区分所有住宅 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同表の中欄に定める額 

イ 確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

（ア） 一戸建ての住宅 ５２，０００円 

（イ） 共同住宅等 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同表の中欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

（ウ） 区分所有住宅 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同表の中欄に定める額 

（２） 住宅を増築し、又は改築する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に定める額 

ア 確認書等の提出がある場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

（ア） 一戸建ての住宅 ２０，７００円 



（イ） 共同住宅等 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

（ウ） 区分所有住宅 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定める額 

イ 確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額 

（ア） 一戸建ての住宅 ７８，７００円 

（イ） 共同住宅等 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

（ウ） 区分所有住宅 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定める額 

２ 法第５条第６項及び第７項の規定による長期優良住宅維持保全計画（別表第２におい

て「長期優良住宅維持保全計画」という。）の認定の申請に対する審査については、次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 

（１） 確認書等の提出がある場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 

ア 一戸建ての住宅 ２０，７００円 

イ 共同住宅等 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額

（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

ウ 区分所有住宅 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める額 

（２） 確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 

ア 一戸建ての住宅 ７８，７００円 

イ 共同住宅等 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して得た額

（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

ウ 区分所有住宅 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める額 

３ 法第６条第２項の規定による申出がある場合の同法第５条第１項から第５項までの規

定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査については、次に掲げる住

宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 

（１） 一戸建ての住宅及び共同住宅等 第１項に定める額と当該申請に係る住宅が属

する一の建築物について新見市建築確認事務等手数料条例（平成１９年新見市条例第

１６号。以下「建築確認事務等手数料条例」という。）別表第１、別表第９の５９の

項又は６１の項に定める額を当該建築物における認定の申請に係る住戸の数で除して



得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を合算

した額 

（２） 区分所有住宅 第１項に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物に

ついて建築確認事務等手数料条例別表第１、別表第９の５９の項又は６１の項に定め

る額を合算した額 

４ 法第８条第１項の規定による認定長期優良住宅建築等計画（法第９条第１項に規定す

る認定長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。）の変更の認定の申請（第６項及び

第７項に掲げる申請を除く。）に対する審査については、次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額とする。 

（１） 住宅を新築する際に認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画を変更する場合 

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 法第６条第１項第１号に掲げる基準に係る部分の認定長期優良住宅建築等計画の

変更について、登録住宅性能評価機関が交付する当該変更の内容に係る確認書等の

いずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定

める額 

（ア） 一戸建ての住宅 ２５，９００円 

（イ） 共同住宅等 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同表の中欄に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数

で除して得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

た額） 

（ウ） 区分所有住宅 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同表の中欄に定める額 

イ その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア） 一戸建ての住宅 ６，８００円 

（イ） 共同住宅等 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同表の中欄に定める額に２分の１を乗じて得た額を当該建築物における変更の

認定の申請に係る住戸の数で除して得た額（その額に１００円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てた額） 

（ウ） 区分所有住宅 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同表の中欄に定める額に２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未満の

端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

（２） その他の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 法第６条第１項第１号に掲げる基準に係る部分の認定長期優良住宅建築等計画の

変更について、確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア） 一戸建ての住宅 ３９，２００円 

（イ） 共同住宅等 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数

で除して得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て



た額） 

（ウ） 区分所有住宅 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定める額 

イ その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（ア） 一戸建ての住宅 １０，３００円 

（イ） 共同住宅等 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める額に２分の１を乗じて得た額を当該建築物における変更の

認定の申請に係る住戸の数で除して得た額（その額に１００円未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨てた額） 

（ウ） 区分所有住宅 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定める額に２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未満の

端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

５ 法第８条第１項の規定による認定長期優良住宅維持保全計画（同法第１０条第２号ロ

に規定する認定長期優良住宅維持保全計画をいう。以下この項及び別表第２において同

じ。）の変更の認定の申請に対する審査については、次に掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額とする。 

（１） 法第６条第１項第１号に掲げる基準に係る部分の認定長期優良住宅維持保全計

画の変更について、確認書等のいずれについても提出がない場合 次に掲げる住宅の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 一戸建ての住宅 ３９，２００円 

イ 共同住宅等 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除して

得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

ウ 区分所有住宅 別表第２の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める額 

（２） その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア 一戸建ての住宅 １０，３００円 

イ 共同住宅等 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める額に２分の１を乗じて得た額を当該建築物における変更の認定の申

請に係る住戸の数で除して得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、

これを切り捨てた額） 

ウ 区分所有住宅 別表第１の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に定める額に２分の１を乗じて得た額（その額に１００円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てた額） 

６ 法第８条第２項において準用する同法第６条第２項の規定による申出がある場合の同

法第８条第１項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する

審査については、次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。 

（１） 一戸建ての住宅及び共同住宅等 第４項に定める額と当該申請に係る住宅が属

する一の建築物について建築確認事務等手数料条例別表第１、別表第９の５９の項又



は６１の項に定める額を当該建築物における変更の認定の申請に係る住戸の数で除し

て得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を合

算した額 

（２） 区分所有住宅 第４項に定める額と当該申請に係る住宅が属する一の建築物に

ついて建築確認事務等手数料条例別表第１、別表第９の５９の項又は６１の項に定め

る額を合算した額 

７ 法第９条第１項の規定による譲受人を決定した場合又は同条第３項の規定による管理

者等が選任された場合における同法第８条第１項の規定による認定長期優良住宅建築等

計画の変更の認定の申請に対する審査 ６，８００円 

８ 法第１０条の規定による計画の認定を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 

６，８００円 

９ 法第１８条第１項の規定による容積率の特例の許可の申請に対する審査 １８４，０

００円 

（徴収の時期及び方法） 

第３条 手数料は、申請の際に徴収しなければならない。ただし、特別の理由がある場合

には、この限りでない。 

（手数料の不還付） 

第４条 既納の手数料は、還付しない。 

（手数料の減免） 

第５条 市長は、公益上必要と認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、手

数料を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２０日条例第１０号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２３日条例第１５号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１２月２１日条例第５２号） 

この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

附 則（令和４年９月２８日条例第３２号） 

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月１９日条例第３２号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月２４日条例第２４号） 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第２条関係） 

床面積の合計 金額 

新築の場合 その他の場合 

５００m２以内のもの ２５，３００円 ３８，１００円 

５００m２を超え１，０００m２以内の

もの 

４２，０００円 ６３，１００円 

１，０００m２を超え３，０００m２以

内のもの 

７０，２００円 １０５，０００円 

３，０００m２を超え５，０００m２以

内のもの 

１１２，０００円 １６９，０００円 

５，０００m２を超え１０，０００m２

以内のもの 

１７２，０００円 ２５８，０００円 

１０，０００m２を超え２０，０００m

２以内のもの 

２９２，０００円 ４３９，０００円 

２０，０００m２を超え３０，０００m

２以内のもの 

３７０，０００円 ５５６，０００円 

３０，０００m２を超えるもの ４２０，０００円 ６３１，０００円 

備考 この表の床面積の合計は、当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床面

積について算定する。 

別表第２（第２条関係） 

床面積の合計 金額 

新築の場合 その他の場合 

５００m２以内のもの １２２，０００円 １８５，０００円 

５００m２を超え１，０００m２以内の

もの 

１９６，０００円 ２９７，０００円 

１，０００m２を超え３，０００m２以

内のもの 

３８８，０００円 ５８７，０００円 

３，０００m２を超え５，０００m２以

内のもの 

６９６，０００円 １，０５０，０００円 

５，０００m２を超え１０，０００m２

以内のもの 

１，１９０，０００円 １，８００，０００円 

１０，０００m２を超え２０，０００m

２以内のもの 

２，２１０，０００円 ３，３４０，０００円 

２０，０００m２を超え３０，０００m

２以内のもの 

３，１６０，０００円 ４，７８０，０００円 

３０，０００m２を超えるもの ３，８７０，０００円 ５，８５０，０００円 

備考 この表の床面積の合計は、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計

画の認定の申請の場合にあっては当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床



面積について、認定長期優良住宅建築等計画又は認定長期優良住宅維持保全計画の変

更の認定の申請の場合にあっては当該申請に係る共同住宅等が属する一の建築物の床

面積のうち当該変更に係る部分の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該

増加する部分）について算定する。 

 


